
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、 

生活資金にお困りの方々へ 

 

 

＜ご理解くださいますようお願いします＞ 

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、郵送でのお申し込みにより 

生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）特例貸付を受け付けます 

 

山梨県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や

失業等で生活資金にお困りの方々に向けた、緊急小口資金・総合支援資金の

特例貸付を令和２年３月２５日（水）から実施しています 

 

 

５月４日（月）は、電話対応による申込先のご案内等を行います 

   時間：８時３０分～１７時１５分 

   電話：０５５－２５４－８６１０ 

山梨県社会福祉協議会 生活支援課 

 

 

●緊急小口資金 ～主に休業された方向け～ 

 

【対象者】 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急か

つ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 

 

【貸付上限額】 １０万円以内 

※次に該当する世帯は２０万円以内 

ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者や濃厚接触者が 

いるとき 

イ 世帯員の中に要介護者がいるとき 

ウ 世帯員が４人以上いるとき 

エ 世帯員にⅰまたはⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者が

いるとき 

ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として臨時休業した小学校、

特別支援学校、幼稚園、保育園、認定こども園に通う子 



http://www.y-fukushi.or.jp/renew/new/2020_04/01.pdf
http://www.y-fukushi.or.jp/renew/new/2020_04/03.pdf
http://www.y-fukushi.or.jp/renew/new/2020_04/apply.pdf


http://www.y-fukushi.or.jp/renew/new/2020_04/01.pdf
http://www.y-fukushi.or.jp/renew/new/2020_04/01.pdf



